
（第17526号）東 京 都 公 報令和4年3月1日（火曜日）
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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
住
宅
企
画
部
マ
ン
シ
ョ
ン
課
）…
�

○
東
京
都
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）…
�

告

示

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）…
�

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
行
政
処
分
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
住
宅
企
画
部
不
動
産
業
課
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改

善
部
化
学
物
質
対
策
課
・
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）…
�

○
令
和
四
年
に
お
け
る
さ
ん
ご
漁
業
の
制
限
措
置
の
内
容
等

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
水
産
課
）…
�

○
令
和
四
年
漁
期
に
お
け
る
ひ
き
縄
漁
業
の
制
限
措
置
の
内

容
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
令
和
四
年
に
お
け
る
底
魚
一
本
釣
り
漁
業
の
制
限
措
置
の

内
容
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

告

示
（
下
水
）

○
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
下
水
を
排
除
及
び
処
理
す
べ
き
区
域
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
生
活
文
化
局
都
民
生
活
部
管
理
法
人
課
）…
	

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新
…（
同
）…
	

○
令
和
四
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実

施
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
企
画
課
）…
	

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
�


○
令
和
四
年
度
技
能
検
定
の
前
期
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
雇
用
就
業
部
能
力
開
発
課
）…
�


○
令
和
四
年
度
技
能
検
定
随
時
二
級
、
随
時
三
級
及
び
基
礎

級
の
随
時
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

規

則

東
京
都
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
十
二
号

東
京
都
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す

る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
四
年
三
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
十
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

東
京
都
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
三
項
第
一
号
中
「
未
成
年
者
」
を
「
二
十
歳
未
満
の

婚
姻
し
て
い
な
い
者
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
第
一
号
中
「
未
成
年

者
」
を
「
二
十
歳
未
満
の
婚
姻
し
て
い
な
い
者
」
に
、
「
女
子
」
を

「
者
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
九
号

東
京
都
市
計
画
事
業
新
宿
駅
直
近
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事

業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
十
三
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

東
京
都
市
計
画
事
業
新
宿
駅
直
近
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業

二

事
務
所
の
所
在
地
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中
野
区
中
野
一
丁
目
二
番
五
号

東
京
都
第
二
市
街
地
整
備
事

務
所
内

三

事
業
計
画
の
決
定
の
年
月
日

令
和
三
年
七
月
七
日

四

変
更
の
年
月
日

令
和
四
年
三
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

株
式
会
社
恩
田
東
京
ビ
ル
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

本
田

裕

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

港
区
東
麻
布
一
丁
目
四
番
二
号

山
田
ビ
ル

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑾
第
三
八
九
三
二
号

㈤

免
許
年
月
日

平
成
三
十
年
五
月
二
日

二

処
分
年
月
日

令
和
四
年
二
月
十
六
日

三

処
分
内
容

業
務
の
全
部
の
停
止
三
十
日
間
（
令
和
四
年
四
月

一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
）

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
二
号

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
墨
田
区
横
網
二

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
府
中
市
東
芝
町

地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
小
平
市
中
島
町

地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
四
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
四
年
に
お
け
る
さ
ん
ご
漁
業
の
制
限
措
置
を
定
め
た
の
で
、
当
該

制
限
措
置
の
内
容
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

制
限
措
置
の
内
容

別
表
の
と
お
り

二

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

令
和
四
年
三
月
一
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
五
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
四
年
漁
期
に
お
け
る
ひ
き
縄
漁
業
の
制
限
措
置
を
定
め
た
の
で
、

当
該
制
限
措
置
の
内
容
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き

期
間
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

制
限
措
置
の
内
容

別
表
の
と
お
り

二

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

令
和
四
年
四
月
十
五
日
か
ら
同
年
五
月
十
五
日
ま
で
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
六
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
四
年
に
お
け
る
底
魚
一
本
釣
り
漁
業
の
制
限
措
置
を
定
め
た
の
で
、

当
該
制
限
措
置
の
内
容
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き

期
間
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

制
限
措
置
の
内
容

別
表
の
と
お
り

二

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

令
和
四
年
三
月
一
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で
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告

示
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
告
示
第
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十

一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し

た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長

神

山

守

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

名
称

ビ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

㈡

所
在
地

千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
一
番
一
号

帝
国
ホ
テ

ル
タ
ワ
ー
十
三
階

二

歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
事
務

東
京
都
水
道
局
か
ら
徴
収
権
限
の
返
還
を
受
け
た
未
納
下
水
道

料
金
の
納
付
に
関
す
る
事
務

三

指
定
年
月
日

令
和
四
年
三
月
一
日

◉
東
京
都
下
水
道
局
告
示
第
三
号

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項

及
び
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
下
水
を
排
除
及
び
処
理
す

べ
き
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
図
面
は
、
中
部
下
水
道
事
務
所
内
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長

神

山

守

一

供
用
及
び
処
理
開

始
年
月
日

令
和
四
年
三
月
九
日
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二

下
水
を
排
除
及
び

処
理
す
べ
き
区
域

別
表
の
と
お
り

三

排
水
施
設
の
位
置

別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
地
先

四

分
流
式
又
は
合
流

式
の
別

分
流
式

五

終
末
処
理
場
の
位

置
及
び
名
称

江
東
区
新
砂
三
丁
目
九
番
一
号

砂
町
水
再
生
セ
ン
タ
ー

別
表区

名

町

名

街
区
符
号
又
は
地
番

全

部

告

示

区

域

中
央
区

晴
海
二
丁
目

二
番
、
三
番
及
び
七
番

同

区

晴
海
四
丁
目

三
番
、
四
番
及
び
九
番

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
を
し
た
の
で
、

同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例

の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三

号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
三
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｏ
ｈ
ａ
ｎ
ａ

二

代
表
者
の
氏
名

阿
部

陽
一
郎

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

国
分
寺
市
新
町
一
丁
目
十
八
番
地
九

四

認
定
の
有
効
期
間

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
九
年
一
月
二
十
七
日
ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新

に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
一

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特

定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
三
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｌ
Ｓ
ス
コ
ラ
育
英
基
金

二

代
表
者
の
氏
名

宇
野

哲
人

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

世
田
谷
区
船
橋
一
丁
目
二
十
五
番
十
五
号

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
三
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
十
二
月
二
十
五
日

ま
で

令
和
四
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験

の
実
施
に
つ
い
て

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験

を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

な
お
、
試
験
に
関
す
る
事
務
は
、
建
築
士
法
第
十
五
条
の
六
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
し
た
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及

セ
ン
タ
ー
に
行
わ
せ
る
。

令
和
四
年
三
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

試
験
実
施
の
期
日
及
び
時
間

㈠

学
科
の
試
験

ア

二
級
建
築
士

令
和
四
年
七
月
三
日
（
日
曜
日
）

午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
二
十
分
ま
で

イ

木
造
建
築
士

令
和
四
年
七
月
二
十
四
日
（
日
曜
日
）

午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
二
十
分
ま
で

㈡

設
計
製
図
の
試
験

ア

二
級
建
築
士

令
和
四
年
九
月
十
一
日
（
日
曜
日
）

午
前
十
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

イ

木
造
建
築
士

令
和
四
年
十
月
九
日
（
日
曜
日
）

午
前
十
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二

試
験
実
施
の
場
所

㈠

学
科
の
試
験

ア

二
級
建
築
士

中
央
工
学
校

北
区
王
子
本
町
一
丁
目
二
十
六
番
十
七
号

拓
殖
大
学

文
京
区
小
日
向
三
丁
目
四
番
十
四
号

イ

木
造
建
築
士

中
央
工
学
校

北
区
王
子
本
町
一
丁
目
二
十
六
番
十
七
号

拓
殖
大
学

文
京
区
小
日
向
三
丁
目
四
番
十
四
号

㈡

設
計
製
図
の
試
験
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ア

二
級
建
築
士

中
央
工
学
校

北
区
王
子
本
町
一
丁
目
二
十
六
番
十
七
号

東
京
大
学

目
黒
区
駒
場
三
丁
目
八
番
一
号

読
売
理
工
医
療
福
祉
専
門
学
校

文
京
区
小
石
川
一
丁
目

一
番
一
号

イ

木
造
建
築
士

中
央
工
学
校

北
区
王
子
本
町
一
丁
目
二
十
六
番
十
七
号

東
京
大
学

目
黒
区
駒
場
三
丁
目
八
番
一
号

読
売
理
工
医
療
福
祉
専
門
学
校

文
京
区
小
石
川
一
丁
目

一
番
一
号

三

受
験
申
込
手
続

受
験
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
新
規
受
験
者
を
含
め

た
全
て
の
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
を
行
う
こ

と
。
た
だ
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
を
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
（
身
体
に
障
が
い
が
あ

り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
が
困
難
で
あ
る
等
）
は
、
令
和
四
年

四
月
六
日
（
水
曜
日
）
ま
で
に
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普

及
セ
ン
タ
ー
本
部
（
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
番
六
号
紀
尾
井
町
パ

ー
ク
ビ
ル
）
（
電
話
番
号

〇
五
〇－

三
〇
三
三－

三
八
二
二
）

に
申
し
出
る
こ
と
。

㈠

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

令
和
四
年
四
月
一
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
月
十
四
日
（
木
曜

日
）
ま
で

受
付
開
始
日
の
午
前
十
時
か
ら
受
付
終
了
日
の
午
後
四
時
ま

で
㈡

受
験
申
込
方
法

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（https:／／w

w
w
.jaeic.or.jp／

）
に
お
い
て
、
必
要
な
事

項
を
入
力
し
申
し
込
む
こ
と
。

四

「
学
科
の
試
験
」
の
免
除
の
申
請

免
除
の
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
令
和
二
年
又
は
令
和
三
年
の
試

験
（
他
の
都
道
府
県
知
事
が
行
っ
た
も
の
を
含
む
。
）
の
受
験
番

号
を
入
力
し
て
行
う
。

五

受
験
票
の
交
付

受
験
票
（
受
験
番
号
、
試
験
場
等
を
明
記
し
た
も
の
）
に
つ
い

て
は
、
原
則
と
し
て
令
和
四
年
六
月
十
七
日
（
金
曜
日
）
（
予

定
）
に
受
験
有
資
格
者
に
マ
イ
ペ
ー
ジ
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ

る
受
付
に
お
い
て
受
験
申
込
手
続
完
了
後
か
ら
利
用
で
き
る
受
験

者
専
用
の
ペ
ー
ジ
）
に
お
い
て
交
付
す
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
付
が
行
え
な
か
っ
た
者
の
受
験
票

に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
令
和
四
年
六
月
十
七
日
（
金
曜
日
）

（
予
定
）
に
、
受
験
有
資
格
者
宛
て
に
発
送
す
る
。

六

合
格
者
の
発
表

令
和
四
年
十
二
月
一
日
（
木
曜
日
）
（
予
定
）

な
お
、
「
学
科
の
試
験
」
に
つ
い
て
は
、
二
級
建
築
士
を
令
和

四
年
八
月
二
十
三
日
（
火
曜
日
）
（
予
定
）
に
、
木
造
建
築
士
を

同
年
九
月
六
日
（
火
曜
日
）
（
予
定
）
に
発
表
す
る
。

七

合
否
の
通
知

合
格
者
に
合
格
し
た
旨
を
、
不
合
格
者
に
不
合
格
の
旨
及
び
成

績
を
通
知
す
る
。

八

合
否
判
定
基
準
の
公
表

合
格
者
の
発
表
の
際
に
、
知
事
の
決
定
し
た
合
否
判
定
基
準
を

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https:／／w
w
w
.jaeic.or.jp／

）
等
に
公
表
す
る
。

九

そ
の
他

㈠

「
設
計
製
図
の
試
験
」
の
課
題
は
、
令
和
四
年
六
月
八
日

（
水
曜
日
）
（
予
定
）
か
ら
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普

及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https:／／w

w
w
.jaeic.or.jp

／

）
に
お
い
て
公
表
す
る
。

㈡

受
験
に
際
し
、
身
体
に
障
が
い
が
あ
る
た
め
特
に
何
ら
か
の

措
置
を
希
望
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
受
験
期
間
内
に
そ
の
旨

を
申
し
出
る
こ
と
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
四
年
三
月
一
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

小
金
井
市
本
町
五
丁
目
千
七
百
二

十
七
番
五
並
び
に
同
番
七
及
び
同

番
十
三
の
各
一
部
並
び
に
同
番
十

九

新
宿
区
西
新
宿
一
丁
目
二
十
六

番
二
号

野
村
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
尾

大
作

令
和
四
年
度
技
能
検
定
前
期
実
施
に
つ
い
て

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第

二
十
四
号
）
第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度

技
能
検
定
前
期
実
施
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
三
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

受
検
資
格

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
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第
四
十
五
条
に
定
め
る
者

二

日
程
、
職
種
、
場
所
等

技
能
検
定
は
、
次
に
掲
げ
る
職
種
に
つ
い
て
、
実
技
試
験
及
び

学
科
試
験
に
よ
っ
て
行
う
。

㈠

実
施
期
日
及
び
実
施
職
種

ア

実
技
試
験

次
の
イ
で
定
め
る
職
種
に
つ
い
て
、
令
和
四
年
七
月
十
日

（
日
曜
日
）
に
学
科
試
験
を
行
う
三
級
職
種
に
つ
い
て
は
同

年
六
月
七
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
八
月
十
四
日
（
日
曜

日
）
ま
で
、
そ
の
他
の
職
種
に
つ
い
て
は
同
年
六
月
七
日

（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
九
月
十
一
日
（
日
曜
日
）
ま
で
の
間

に
お
い
て
東
京
都
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日

イ

学
科
試
験

令
和
四
年
七
月
十
日
（
日
曜
日
）
に
実
施
す
る
職
種

三
級園

芸
装
飾
、
造
園
、
機
械
加
工
（
普
通
旋
盤
、
フ
ラ

イ
ス
盤
及
び
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
、
工
場
板
金
（
曲
げ
板
金
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
、
め
っ
き
（
電
気
め
っ
き
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
、
電
子
機
器
組
立
て
、
建
築
大
工
、
と
び
、

左
官
、
ブ
ロ
ッ
ク
建
築
、
化
学
分
析
、
塗
装
（
金
属

塗
装
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
舞
台
機
構
調
整
、

商
品
装
飾
展
示
及
び
フ
ラ
ワ
ー
装
飾

令
和
四
年
八
月
二
十
一
日
（
日
曜
日
）
に
実
施
す
る
職
種

一
級
及
び
二
級

造
園
、
金
属
熱
処
理
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
産
業
車

両
整
備
、
光
学
機
器
製
造
（
光
学
ガ
ラ
ス
研
磨
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
（
射
出

成
形
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
成
形
及
び
真
空
成
形
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
と
び
、
築
炉
、
防
水
施
工

（
ウ
レ
タ
ン
ゴ
ム
系
塗
膜
防
水
工
事
、
ア
ク
リ
ル
ゴ

ム
系
塗
膜
防
水
工
事
、
シ
ー
リ
ン
グ
防
水
工
事
、
改

質
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
シ
ー
ト
常
温
粘
着
工
法
防
水
工
事

及
び
Ｆ
Ｒ
Ｐ
防
水
工
事
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

サ
ッ
シ
施
工
及
び
塗
装
（
建
築
塗
装
及
び
金
属
塗
装

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三
級金

属
熱
処
理

単
一
等
級

産
業
洗
浄
（
高
圧
洗
浄
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

令
和
四
年
八
月
二
十
八
日
（
日
曜
日
）
に
実
施
す
る
職
種

一
級
及
び
二
級

機
械
加
工
（
普
通
旋
盤
、
数
値
制
御
旋
盤
、
フ
ラ
イ

ス
盤
、
数
値
制
御
フ
ラ
イ
ス
盤
、
平
面
研
削
盤
、
円

筒
研
削
盤
及
び
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
、
鉄
工
（
製
缶
及
び
構
造
物
鉄
工
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
、
め
っ
き
（
電
気
め
っ
き
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
陽
極
酸
化
処
理
、

ダ
イ
カ
ス
ト
、
電
子
機
器
組
立
て
、
建
設
機
械
整
備
、

婦
人
子
供
服
製
造
（
婦
人
子
供
注
文
服
製
作
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
、
家
具
製
作
（
家
具
手
加
工
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
、
建
具
製
作
（
木
製
建
具
手
加

工
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
印
刷
、
左
官
、
畳
製

作
、
内
装
仕
上
げ
施
工
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
系
床
仕
上

げ
工
事
、
鋼
製
下
地
工
事
、
ボ
ー
ド
仕
上
げ
工
事
及

び
化
粧
フ
ィ
ル
ム
工
事
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及

び
貴
金
属
装
身
具
製
作

令
和
四
年
九
月
四
日
（
日
曜
日
）
に
実
施
す
る
職
種

一
級
及
び
二
級

園
芸
装
飾
、
放
電
加
工
（
数
値
制
御
形
彫
り
放
電
加

工
及
び
ワ
イ
ヤ
放
電
加
工
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

建
築
板
金
（
内
外
装
板
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

工
場
板
金
（
曲
げ
板
金
及
び
打
出
し
板
金
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
、
仕
上
げ
、
電
気
機
器
組
立
て
（
配

電
盤
・
制
御
盤
組
立
て
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

鉄
道
車
両
製
造
・
整
備
（
内
部
ぎ
装
、
配
管
ぎ
装
及

び
電
気
ぎ
装
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
石
材
施
工

（
石
張
り
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
ブ
ロ
ッ
ク
建

築
、
タ
イ
ル
張
り
、
熱
絶
縁
施
工
、
表
装
（
壁
装
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
フ
ラ
ワ
ー
装
飾

単
一
等
級

溶
射
（
肉
盛
溶
射
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
路

面
標
示
施
工
（
溶
融
ペ
イ
ン
ト
ハ
ン
ド
マ
ー
カ
ー
工

事
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

㈡

実
施
場
所

東
京
都
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
場
所

㈢

実
技
試
験
問
題
の
公
表

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日
（
火
曜
日
）
に
東
京
都
職
業
能
力

開
発
協
会
で
行
う
。
た
だ
し
、
一
部
の
職
種
に
係
る
問
題
の
全

部
又
は
一
部
に
つ
い
て
は
行
わ
な
い
。

三

受
検
申
請
の
手
続

㈠

提
出
書
類

ア

技
能
検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

及
び
身
分
証
明
書
の
写
し

イ

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
は
、
そ
の
資
格
を
証
明
す
る
書
面

㈡

提
出
書
類
の
受
付
期
間

郵
送
に
よ
る
提
出
書
類
の
み
受
け
付
け
る
。

令
和
四
年
四
月
四
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
五
日
（
金
曜

日
）
（
必
着
）
ま
で

㈢

郵
送
方
法
及
び
郵
送
場
所

次
の
宛
先
に
必
ず
簡
易
書
留
で
郵
送
す
る
こ
と
。

郵
便
番
号
一
〇
一－

八
五
二
七

千
代
田
区
内
神
田
一
丁
目
一
番
五
号
東
京
都
産
業
労
働
局
神

田
庁
舎
五
階

東
京
都
職
業
能
力
開
発
協
会
業
務
課

㈣

受
検
申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

ア

申
請
書
及
び
受
検
案
内
は
、
東
京
都
職
業
能
力
開
発
協
会
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で
配
布
す
る
。

イ

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
の
両
方
の
免
除
を
受
け
る
資
格

の
あ
る
者
は
、
二
㈠
に
掲
げ
る
検
定
職
種
で
な
い
職
種
に
つ

い
て
も
受
検
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

手
数
料
及
び
納
付
方
法

㈠

手
数
料

ア

手
数
料
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

実
技
試
験

二
級

及
び

三
級

以
外

の
級

全
て
の

申
請
者

一
万
八
千
二
百
円

二
級

全
て
の

申
請
者

一
万
八
千
二
百
円
（
三
十

五
歳
未
満
の
者
が
受
検
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九

千
二
百
円
）

三
級

在
校
生

一
万
二
千
百
円
（
三
十
五

歳
未
満
の
者
が
受
検
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
千

百
円
）

在
校
生

以
外

一
万
八
千
二
百
円
（
三
十

五
歳
未
満
の
者
が
受
検
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九

千
二
百
円
）

学
科
試
験

各
級

全
て
の

申
請
者

三
千
百
円

イ

ア
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
の
全
部
の

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ

る
額
と
す
る
。

試
験
免
除
資
格
審
査

二
千
円

㈡

納
付
方
法

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
の
手
数
料
は
、
令
和
四
年
五
月
上

旬
頃
ま
で
に
東
京
都
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
郵
送
さ
れ
る
請

求
書
に
基
づ
き
、
振
込
み
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
納
付
し
た
手
数
料
は
、
原
則
と
し
て
、
申
請
の
取
消

し
、
試
験
の
欠
席
等
の
理
由
が
あ
っ
て
も
返
還
し
な
い
。

五

合
格
発
表

㈠

合
格
通
知

技
能
検
定
合
格
者
に
は
東
京
都
産
業
労
働
局
雇
用
就
業
部
能

力
開
発
課
か
ら
、
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
み
の
合
格
者
に

は
東
京
都
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
。

㈡

合
格
者
の
発
表
等

技
能
検
定
合
格
者
は
、
令
和
四
年
七
月
十
日
（
日
曜
日
）
に

学
科
試
験
を
行
う
三
級
職
種
に
つ
い
て
は
同
年
八
月
二
十
六
日

（
金
曜
日
）
に
、
そ
の
他
の
職
種
に
つ
い
て
は
同
年
九
月
三
十

日
（
金
曜
日
）
に
、
東
京
都
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
、
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ

は
た
ら
く
ネ
ッ
ト
（https:／／w

w
w
.hataraku.m

etro.tokyo.

lg.jp ／

）
に
掲
載
す
る
。

な
お
、
一
級
及
び
単
一
等
級
の
職
種
の
技
能
検
定
合
格
者
に

は
厚
生
労
働
大
臣
名
の
、
二
級
及
び
三
級
の
職
種
の
技
能
検
定

合
格
者
に
は
東
京
都
知
事
名
の
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。

六

そ
の
他

申
請
方
法
、
手
数
料
の
納
付
方
法
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
次

へ
照
会
す
る
こ
と
。

東
京
都
職
業
能
力
開
発
協
会

千
代
田
区
内
神
田
一
丁
目
一
番

五
号
東
京
都
産
業
労
働
局
神
田
庁
舎
五
階

電
話
〇
三
（
六
六
三

一
）
六
〇
五
二

東
京
都
産
業
労
働
局
雇
用
就
業
部
能
力
開
発
課

新
宿
区
西
新

宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話
〇
三
（
五
三
二
〇
）
四
七
一
七

令
和
四
年
度
技
能
検
定
随
時
二
級
、
随
時
三
級
及
び

基
礎
級
の
随
時
実
施
に
つ
い
て

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第

二
十
四
号
）
第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度

技
能
検
定
随
時
二
級
、
随
時
三
級
及
び
基
礎
級
の
随
時
実
施
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
三
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

職
種

㈠

随
時
二
級

さ
く
井
、
機
械
加
工
（
普
通
旋
盤
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

工
場
板
金
、
め
っ
き
（
電
気
め
っ
き
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

機
械
検
査
、
ダ
イ
カ
ス
ト
（
ホ
ッ
ト
チ
ャ
ン
バ
ダ
イ
カ
ス
ト
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立

て
（
変
圧
器
組
立
て
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
冷
凍
空
気
調

和
機
器
施
工
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
紳
士
服
製
造
、
印
刷
、
製

本
、
石
材
施
工
（
石
張
り
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
パ
ン
製

造
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
と
び
、
左
官
、
タ
イ
ル
張
り
、

配
管
（
建
築
配
管
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
型
枠
施
工
、
鉄

筋
施
工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
防
水
施
工
、
内
装
仕
上

げ
施
工
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
系
床
仕
上
げ
工
事
、
鋼
製
下
地
工
事
、

ボ
ー
ド
仕
上
げ
工
事
及
び
カ
ー
テ
ン
工
事
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
、
サ
ッ
シ
施
工
、
表
装
及
び
塗
装
（
建
築
塗
装
及
び
金

属
塗
装
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

㈡

随
時
三
級

さ
く
井
、
鋳
造
、
鍛
造
、
機
械
加
工
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、

鉄
工
、
建
築
板
金
、
工
場
板
金
、
め
っ
き
、
仕
上
げ
、
機
械
検

査
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
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（
回
転
電
機
組
立
て
、
変
圧
器
組
立
て
及
び
配
電
盤
・
制
御
盤

組
立
て
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造

（
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
冷
凍
空

気
調
和
機
器
施
工
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
紳
士
服
製
造
、
寝
具

製
作
、
帆
布
製
品
製
造
、
家
具
製
作
、
建
具
製
作
、
紙
器
・
段

ボ
ー
ル
箱
製
造
、
印
刷
、
製
本
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
（
圧
縮

成
形
及
び
射
出
成
形
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
石
材
施
工

（
石
張
り
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
パ
ン
製
造
、
ハ
ム
・
ソ

ー
セ
ー
ジ
・
ベ
ー
コ
ン
製
造
、
水
産
練
り
製
品
製
造
、
建
築
大

工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
と
び
、
左
官
、
タ
イ
ル
張
り
、
配
管
、
型

枠
施
工
、
鉄
筋
施
工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
防
水
施
工
、

内
装
仕
上
げ
施
工
、
熱
絶
縁
施
工
、
サ
ッ
シ
施
工
、
表
装
、
塗

装
及
び
工
業
包
装

㈢

基
礎
級

さ
く
井
、
鋳
造
、
鍛
造
、
機
械
加
工
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、

鉄
工
、
建
築
板
金
、
工
場
板
金
、
め
っ
き
、
仕
上
げ
、
機
械
検

査
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て

（
回
転
電
機
組
立
て
、
変
圧
器
組
立
て
及
び
配
電
盤
・
制
御
盤

組
立
て
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造

（
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
冷
凍
空

気
調
和
機
器
施
工
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
紳
士
服
製
造
、
寝
具

製
作
、
帆
布
製
品
製
造
、
家
具
製
作
、
建
具
製
作
、
紙
器
・
段

ボ
ー
ル
箱
製
造
、
印
刷
、
製
本
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
石
材

施
工
（
石
張
り
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
パ
ン
製
造
、
ハ
ム

・
ソ
ー
セ
ー
ジ
・
ベ
ー
コ
ン
製
造
、
水
産
練
り
製
品
製
造
、
建

築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
と
び
、
左
官
、
タ
イ
ル
張
り
、
配
管
、

型
枠
施
工
、
鉄
筋
施
工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
防
水
施

工
、
内
装
仕
上
げ
施
工
、
熱
絶
縁
施
工
、
サ
ッ
シ
施
工
、
ウ
ェ

ル
ポ
イ
ン
ト
施
工
、
表
装
、
塗
装
及
び
工
業
包
装

注

随
時
三
級
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
種
に
係
る
基
礎

級
に
合
格
し
た
者
に
限
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。

二

実
施
等
級
等

技
能
検
定
は
、
前
記
の
職
種
に
つ
い
て
随
時
二
級
、
随
時
三
級

及
び
基
礎
級
に
区
分
し
、
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
っ
て
行

う
。

三

実
施
期
日
、
実
施
場
所
等

㈠

実
施
期
日

令
和
四
年
四
月
一
日
（
金
曜
日
）
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十

一
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
間
に
お
い
て
東
京
都
職
業
能
力
開
発

協
会
が
指
定
す
る
日

㈡

実
施
場
所

東
京
都
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
場
所

㈢

実
技
試
験
問
題
の
公
表

あ
ら
か
じ
め
受
検
申
請
者
宛
て
送
付
す
る
。
た
だ
し
、
判
断

等
試
験
（
旧：

要
素
試
験
）
及
び
計
画
立
案
等
作
業
試
験
（
旧

：

ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。

四

受
検
申
請
の
手
続

㈠

提
出
書
類

技
能
検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
及

び
身
分
証
明
書
の
写
し

㈡

提
出
書
類
の
受
付
期
間

郵
送
に
よ
る
提
出
書
類
の
み
受
け
付
け
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日
（
金
曜
日
）
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十

一
日
（
金
曜
日
）
（
当
日
消
印
有
効
）
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
職
業
能
力
開
発
協
会
が
試
験
実
施
困
難
と
判
断
し
た
も
の
は

受
検
申
請
を
受
け
付
け
な
い
。

㈢

郵
送
方
法
及
び
郵
送
場
所

次
の
宛
先
に
必
ず
簡
易
書
留
で
郵
送
す
る
こ
と
。

郵
便
番
号
一
〇
一－

八
五
二
七

千
代
田
区
内
神
田
一
丁
目
一
番
五
号
東
京
都
産
業
労
働
局
神

田
庁
舎
五
階

東
京
都
職
業
能
力
開
発
協
会
指
導
課

㈣

受
検
申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

申
請
書
は
、
東
京
都
職
業
能
力
開
発
協
会
で
配
布
す
る
。

五

手
数
料
及
び
納
付
方
法

㈠

手
数
料

ア

手
数
料
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

実
技
試
験

各
級

各
職
種

一
万
八
千
二
百
円

学
科
試
験

各
級

各
職
種

三
千
百
円

イ

ア
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
の
全
部
の

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ

る
額
と
す
る
。

試
験
免
除
資
格
審
査

二
千
円

㈡

納
付
方
法

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
の
手
数
料
は
、
申
請
書
及
び
身
分

証
明
書
に
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
実
技
試
験
又
は
学

科
試
験
の
免
除
資
格
を
有
す
る
者
が
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

場
合
は
、
そ
の
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
。

ま
た
、
納
付
し
た
手
数
料
は
、
原
則
と
し
て
、
申
請
の
取
消

し
、
試
験
の
欠
席
等
の
理
由
が
あ
っ
て
も
返
還
し
な
い
。

六

合
格
発
表

㈠

合
格
通
知

技
能
検
定
合
格
者
に
は
東
京
都
産
業
労
働
局
雇
用
就
業
部
能

力
開
発
課
か
ら
、
学
科
試
験
又
は
実
技
試
験
の
み
の
合
格
者
に
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は
東
京
都
職
業
能
力
開
発
協
会
か
ら
通
知
す
る
。

㈡

技
能
検
定
合
格
証
書
の
交
付

技
能
検
定
合
格
者
に
は
、
東
京
都
知
事
名
の
合
格
証
書
を
交

付
す
る
。

七

そ
の
他

申
請
方
法
、
手
数
料
の
納
付
方
法
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
次
へ

照
会
す
る
こ
と
。

東
京
都
職
業
能
力
開
発
協
会

千
代
田
区
内
神
田
一
丁
目
一
番

五
号
東
京
都
産
業
労
働
局
神
田
庁
舎
五
階

電
話
〇
三
（
六
六
三

一
）
六
〇
五
四

東
京
都
産
業
労
働
局
雇
用
就
業
部
能
力
開
発
課

新
宿
区
西
新

宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話
〇
三
（
五
三
二
〇
）
四
七
一
七

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

五
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


